
新型コロナウイJレス感染症
対策に関する基本方針

～感染症に強いlL海道の構築に向けて～

令和2年 (2020年)5月 29日

ゴL海道新型コロナウイルス感染症対策本部

北海道はs2月から3月にかけての第 1波。この度の
第 2波を経験した全国で唯―の自治体である。

現在も続いている第 2波をしっかり抑え込むとともにも
第 3波以降の波に備えるため.検査体制。医療提供体制
をさらに充実させ、オール北海道で感染症対策に取り組
んでいかなければならない。

その上で。これまでの経験を活かしながらs道民のラ
イフスタイルや事業者のビジネススタイルを変革する、
「新lL海道スタイJレJを実践しながらs新型コロナウイ
Jレスに強い社会を作り上げていくこととする。
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「 1日 の新規感染者数」「1日 の濃厚接触者以外での新規感染者数」 ～ 直近1週間の平均値
「入院患者数」 ～ 現在患者数から宿泊療養者数を差し引いた数             3
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項 目 項 目
ステツプ 1 ステップ2 ステップ3 移行期間後

6/1-6/18 6/19-7/9 7/10-7/31 8/1～

外
出

の
自
粛
等

施設の利用

慎重に対応

「新北海道スタイルJの実践
による感染拡大の防止

(新 しい生活様式の実践 等)

接待を伴う飲食店。ライブハウス等

他都府県との不要不急の往来

IL幌との不要不急の往来

施
設

の

使
用
制

限
等

業種別のガイドラインが
策定済の施設

全ての施設の休業要請について、
6月 1日午前0時から解除
『新lL海道スタイルJの準備が
整った施設から順次再開慎重に対応

|

接待を伴う飲食店。ライブハウス等

のイ

開ベ

催 ン
制 ト
限等

屋内イベン ト
100人以下
収容率50%

1,000人以下
収容率50%

5,000人以下
収容率50%

全て
収容率50%

屋外イベント
200人以下
十分な間隔

19000人以下
十分な間隔

5,000人以下
十分な間隔

全て
十分な間隔

※ 感染拡大の兆しが見られる場合は対応を検討  5

項 目 項 目

ステップロ ステップ 2 ステップ3 移行期間後

6/1-6/18 6/19a.7/9 7/10二■7/31 8/1～

外
出

の
自
粛
等

施設の利用

慎重 Jこ

対応

「新北海道スタイル』
実践による

感染拡大の防止
(新 しい生活様式の実践 等)

の接待を伴う飲食店、
ライブハウス等

他都府県との不要不急の
往来

札幌との不要不急の往来

※ 感染拡大の兆しが見られる場合は対応を検討  6



○

○

施設による 蠅 鶏海道スタイル』の実餞脅

確認するなど感染防止対策を徹底

以下については6月 18日 までの間も慎重に

対応

・「接待を鐸う飲食店』及び『ライブハウス』

等の利庸

・ 他都府県との不要不急の往栞

・ 穐幅との不要不急の往来

趙 鰺 ステップ① ステップ②③

生活維持等に必要な場合を
除き外出自粛

〔全道〕  :〔 石特管内のみ〕

都府県・札幌との往来自粛

〔全道〕

新北海道スタイルの実践の徹底

6/1-

7

観光国s振興
道内奎域s

都府県・札幌
との不要不急
の往来は

慎重に対応

釉谷翠摯覇饉渕隧躊難

6/19- 8/1～  8



ステ,プ 1 ステ

'プ
2 ステシ|プ 3

6/11■ 6/18 6/19-7/9 7/10-7/31

施
設
の
使
用
制
限
等

業種別のガイドラインが
策定済の施設

全ての施設の休業要請に
ついても 6月 1日午前 0
時から解除
「新北海道スタイJレJの
準備力S整った施設から
順次再開
(業種EIJガイドラインの徹底 等)

接待を伴う飲食店.

ライブハウス等

※ 感染拡大の兆しが見られる場合は対応を検討

①
②
③

『新北海道スタイJレJの実践
業界団体が策定した業種別のガイドラインの遵守
『lL海道コロナ通知システムJの活用
(業界団体と連携し,段階的に導入)

※国が特に感染リスクが高い施設とし、現段階で各業種EIJの

ガイドラインが策定中の業種 (接待を伴う飲食店、ライブ
ハウス等)については:『新北海道スタイルJの実践に加え.

〇類似施設の業界団体が策定したガイドラインを参考とし
た感染拡大防止策の徹底

○「lL海道コロナ通知システムJの活用 (特に強く協力を
要請)、 または来場者名簿の作成を依頼

○従業員または利用者から感染者が発生した際、保健所が
感染拡大防止策のために行う疫学調査への積極的な協力
など。より慎重な対応を要請



項 目 項 目

ステ,プー1 ステツプ2 ステップ3 移行期間後

6/1-6/18 6/19,‐ 7/9 7/10-7/31 8/1～

イ

ベ
ン
ト
等

の
開
催
制

限

屋内イベント
100人
以下

収容率50%

1,000人
以下

収容率50%

5,000A
以下

収容率50%

全て
収容率50%

屋外イベント
200A
以下

十分な間隔

1,000人
以下

十分な間隔

5,000A
以下

十分な間隔

全て
十分な間隔

※ 感染拡大のJEしが見られる場合は対応を検討 11

再開ステ,プ 講じるべき感染防止策

概ね3週間ごとに,段階的に

規模要件(人数上限)緩和

『新lL海道スタイル (※ 1)』 や業種ごとの
ガイドラインなどに基づき、感染防止策
を徹底

ス
テ

ッ
プ

屋 内 屋外 具体例

自粛
コン

サー ト
展示会

ス

ツ

ロ
　
一

プ

ポ

全国

行事

地域

行事

※1北海道コロナ通知シ

ステム導入の協力を

依頼

※2密閉空間で大声を発

するもの等は厳格な

ガイ ドラインによる

対応が条件

※3入場制限等で人との

感覚を十分確保でき

ることが条件

※4無観客が条件

※5選手・観客等の行動

管理が条件

※6感染状況を踏まえて

判断

※7 人数管理できるもの

のみ     1フ

①

奎

100A以内
収容率50%以内

200A以内
(十分な間隔 )

○ ○
紹

X × △
刈

ｖ
②

『

1,000人以内
収容率50%以内

19000A以内
(十分な間隔 )

○ ○
沼

○
刈

× ○
刈

〉
③

・

5,000人以内
収容率50%以内

5,000A以内
(十分な間隔 )

Ｏ
μ

○
鶏

○
刈

× ○
剌

V

全て
収容率50%以内

全て
(十分な間隔 )

○
刈

○
紹

○
刈

△
刈

○
剌



1欄ね3週間ごとに。段階的に

1規模要件(人数上限)を緩和
※感染拡大のりLしが見られる場合は対応を検討

■ltl■0人

鰹外)●||'|"|

(屋内)

100人
‐以内

‐

凪一鼎

6/1～

ステップ①

6/19頃～

ステップ②

7/10頃～

ステップ③

8/1 LE～
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感染者の状況 (イメージ)

るやかにゆるやかに讐t
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轟勢緊議事鱗菫雷

遵独自の緊急事態の菫言

1

2

3

まん延の防止 籠染症をおさえる)

行動の変容 (日常をかえる)

早期発見と対策 籠染拡大にそなえる)
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ステ…ジ2

道独自の対応           一
 国と道の対応 ―

新北海道スタイメレ
の実践

新

規

感

染

者

数 [知事] |
アラ中トー■ |

(注意喚起)|

外出の自粛
施設の使用制限
イベントの開催制限



感染状況

医療

提供体制

監視体制

①のうち多数

増加

■ 新北海道スタイル

従来の行動スタイルを変えs

「新しい生活様式Jを実践.可視化しs

道民と事業者の皆さまが知恵を出し合い:

ライフスタイJレ .

ビジネススタイJレを変革
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道民1書き,■|‐「新|し,ヽ生活様1式11‐あ彙践をお願|,します
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施設・ イベント主催者
利用者

・■1111==:「 ,1

Eメールアドレス登録

は

23

③QRコード
読み取り

②QRコード付与

保健所

●
言

● ● ●

通知メール

「感染者と同じ施設の利用′」

「体調管理の注意喚起」
をEメールでお知らせ

発生報告

施設等利霜判明

爾爾 爾
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ネット通販や
デリバリーなど新
たな販売にJL戦

したい

地域ぐるみで
設備整備や
販売促進に
取り組みたい

3密が
避けられない

業界の
対策に向けて

伴竿暴ポ「
|■■ ■ ■ ||.‐ | ||||||■ | | ■■ |■ ■ ■ || ||

|

1飲食1事業者等の1感1業予1防1対策|
1解説や店1舗内掲示物素材などを

25

3つの対策の充実強化

①早期の
|‐1発1見■

PCR検 査の拡充など

②l拡大の
|1防止||‐‐

③医療―の
■提供■

クラスターの抑え込みなど 必要病床の確保など
26



i早 期の発見

0道立26保健所に憲口を設置
・道庁の憲回は24時間対応

・接触者外来やPCRセンターの

設 置 促 進
籠 ′:鼎 ]響Ltts酬 市
[今後開設予定]

千歳市。江別市、旭川市

・PCR検査 1400人分/■

0多様な検査手法への対応
(抗原検査 (5/13国承認)。 だ液による
PCR検査 (現在、国で導入を検討中))27

拡大の防止

クラスターが発生した施設に
『広域支援チームJを編成・派遣

介護施設、医療施設等 マンパワ|■

ノウハウ■

饉
熙

lL海道s保健所設置市。医

療機関、事業所等が連携し:

欝―ムで対応    28

徊

通常は保健所が
響薇で対応
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